
平成 19 年度 船舶局無線従事者証明に係る再訓練の実施計画 

 

 総務省は、船舶局無線従事者証明の効力継続のための訓練（以下、再訓練という。）について下記のとお

り実施しますので、再訓練受講希望の方は、最寄りの総合通信局へお問い合わせ下さい。 

 

 なお、再訓練の対象となる方は、次のとおりです。 

 

 

（注）業務に従事している方とは、次の①又は②の無線設備等の操作又はその監督の業務に従事し、

船舶局無線従事者証明書の経歴の欄に無線局の免許人（若しくは海岸局の責任者、船舶局又は船

舶地球局のある船舶の責任者等）から無線局の無線従事者としての選任の事実の確認を受けてい

る方です。 

①海岸局又は船舶局の無線設備であって、2,187.5 kHz、4,207.5 kHz、6,312 kHz、8,414.5 kHz、

12,577 kHz、16,804.5 kHz、156.525 MHz 又は 156.8 MHz の周波数の電波を具備するもの 

②インマルサット船舶地球局の無線設備 

（電波法施行規則第 34 条の 12（抄）） 

           

 

記 

 

１ 再訓練の実施日及び申請書の受付期間          

  別紙「船舶局無線従事者証明に係る再訓練の実施計画（平成 19 年度）」参照 

                   

２ 再訓練の実施場所              

  再訓練は、以下の総合通信局及び沖縄総合通信事務所で実施します。 

総合通信局等 所在地及び連絡先 

北海道総合通信局 〒060-8795 北海道札幌市北区北８条西２丁目１－１ 

札幌第１合同庁舎 

連絡先：航空海上課 011-709-2311（代表）内線 4615

東北総合通信局 〒980-8795 宮城県仙台市青葉区本町３－２－23 

仙台第２合同庁舎     連絡先：航空海上課 022-221-0666

関東総合通信局（注） 

 

〒102-8795 東京都千代田区九段南１－２－１  

九段第３合同庁舎     連絡先：航空海上課 03-6238-1744

信越総合通信局 〒380-8795 長野県長野市旭町 1108 

長野第１合同庁舎     連絡先：航空海上課 026-234-9967

 
【再訓練の対象者】 

業務に従事（注）していないが効力継続を希望する方で、

(1)新規訓練（再訓練）を修了した日から 5年を経過して 

いないとき 

(2)業務に従事しなくなった日から 5年を経過していない

とき 

５年を超えると、 

新規訓練を受ける

必要があります。 

５年 
業務に従事しなくなった日等から 



 

北陸総合通信局 〒920-8795 石川県金沢市広坂２－２－60 

 金沢広坂合同庁舎     連絡先：航空海上課 076-233-4461

東海総合通信局 〒461-8795 愛知県名古屋市東区白壁１－15－１ 

 名古屋合同庁舎第３号館  連絡先：航空海上課 052-971-9186

近畿総合通信局 〒540-8795 大阪府大阪市中央区大手前１－５－44 

 大阪合同庁舎第１号館   連絡先：航空海上課 06-6942-8550

中国総合通信局 〒730-8795 広島県広島市中区東白島町 19－36 

連絡先：航空海上課 082-222-3353

四国総合通信局 〒790-8795 愛媛県松山市宮田町８－５ 

連絡先：航空海上課 089-936-5013

九州総合通信局 〒860-8795 熊本県熊本市二の丸１－４ 

連絡先：航空海上課 096-326-7846

沖縄総合通信事務所 〒900-8795 沖縄県那覇市東町 26－29－４F 

連絡先：無線通信課 098-865-2305

（注）関東総合通信局は、平成１９年５月１日に移転します。表示の所在地等は移転後のものですので、

ご注意願います。 

なお、移転前は、〒100-8795 東京都千代田区丸の内１－６－１ 丸の内センタービル５Ｆ 電話 

０３－５２２０－５４９５です。 

 

３ 手数料 

3,400 円 

 

４ その他                   

  詳細については、上記連絡先（航空海上課または無線通信課）までお問い合わせ下さい。 



別紙

5 19 年 5 月 25 日 19 年 4 月 27 日 ～ 5 月 11 日

8 19 年 8 月 24 日 19 年 7 月 27 日 ～ 8 月 10 日

11 19 年 11 月 16 日 19 年 10 月 19 日 ～ 11 月 2 日

2 20 年 2 月 15 日 20 年 1 月 18 日 ～ 2 月 1 日

5 19 年 5 月 11 日 19 年 4 月 13 日 ～ 4 月 27 日

8 19 年 8 月 10 日 19 年 7 月 13 日 ～ 7 月 27 日

11 19 年 11 月 9 日 19 年 10 月 12 日 ～ 10 月 26 日

2 20 年 2 月 8 日 20 年 1 月 11 日 ～ 1 月 25 日

5 19 年 5 月 31 日 19 年 5 月 3 日 ～ 5 月 17 日

8 19 年 8 月 31 日 19 年 8 月 3 日 ～ 8 月 17 日

11 19 年 11 月 30 日 19 年 11 月 2 日 ～ 11 月 16 日

2 20 年 2 月 29 日 20 年 2 月 1 日 ～ 2 月 15 日

5 19 年 5 月 18 日 19 年 4 月 20 日 ～ 5 月 4 日

8 19 年 8 月 24 日 19 年 7 月 27 日 ～ 8 月 10 日

11 19 年 11 月 16 日 19 年 10 月 19 日 ～ 11 月 2 日

2 20 年 2 月 15 日 20 年 1 月 18 日 ～ 2 月 1 日

5 19 年 5 月 25 日 19 年 4 月 27 日 ～ 5 月 11 日

8 19 年 8 月 17 日 19 年 7 月 20 日 ～ 8 月 3 日

11 19 年 11 月 22 日 19 年 10 月 25 日 ～ 11 月 8 日

2 20 年 2 月 22 日 20 年 1 月 25 日 ～ 2 月 8 日

5 19 年 5 月 18 日 19 年 4 月 20 日 ～ 5 月 2 日

8 19 年 8 月 17 日 19 年 7 月 20 日 ～ 8 月 2 日

11 19 年 11 月 16 日 19 年 10 月 19 日 ～ 11 月 1 日

2 20 年 2 月 22 日 20 年 1 月 25 日 ～ 2 月 7 日

5 19 年 5 月 24 日 19 年 4 月 26 日 ～ 5 月 10 日

8 19 年 8 月 9 日 19 年 7 月 12 日 ～ 7 月 26 日

11 19 年 11 月 8 日 19 年 10 月 11 日 ～ 10 月 25 日

2 20 年 2 月 7 日 20 年 1 月 10 日 ～ 1 月 24 日

5 19 年 5 月 11 日 19 年 4 月 13 日 ～ 4 月 27 日

8 19 年 8 月 10 日 19 年 7 月 13 日 ～ 7 月 27 日

11 19 年 11 月 9 日 19 年 10 月 12 日 ～ 10 月 26 日

2 20 年 2 月 8 日 20 年 1 月 11 日 ～ 1 月 25 日

5 19 年 5 月 18 日 19 年 4 月 23 日 ～ 5 月 7 日

8 19 年 8 月 17 日 19 年 7 月 23 日 ～ 8 月 6 日

11 19 年 11 月 16 日 19 年 10 月 22 日 ～ 11 月 5 日

2 20 年 2 月 15 日 20 年 1 月 21 日 ～ 2 月 4 日

5 19 年 5 月 25 日 19 年 4 月 27 日 ～ 5 月 11 日

8 19 年 8 月 24 日 19 年 7 月 27 日 ～ 8 月 10 日

11 19 年 11 月 22 日 19 年 10 月 25 日 ～ 11 月 8 日

2 20 年 2 月 22 日 20 年 1 月 25 日 ～ 2 月 8 日

5 19 年 5 月 25 日 19 年 4 月 27 日 ～ 5 月 11 日

8 19 年 8 月 24 日 19 年 7 月 27 日 ～ 8 月 10 日

11 19 年 11 月 30 日 19 年 11 月 2 日 ～ 11 月 16 日

2 20 年 2 月 22 日 20 年 1 月 25 日 ～ 2 月 8 日

船舶局無線従事者証明に係る再訓練の実施計画（平成１９年度）
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